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行
政
書
士
等
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
手
続
代
理
権
の
付
与
を
求
め
る
意
見
書

近
年
、
規
制
緩
和
の
推
進
に
と
も
な
い
、
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か
ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の

転
換
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
結
果
、
司
法
の
役
割
が
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
事
案
の
性
質
や
当
事
者
の
事
情
に
応
じ
た
多
様
な
紛
争
解
決
手
段
を
整
備
し
、
紛
争
の
深
刻

化
を
防
ぐ
必
要
性
が
高
ま
り
、
ま
た
、
一
般
に
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
に
は
時
間
と
費
用
が
か
か
る
こ
と
か

ら
、
迅
速
か
つ
簡
便
な
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
処
理
手
続
）
の
充
実
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
平
成
十
六
年
十
二
月
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
が
公
布
さ
れ
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

今
後
は
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
等
の
隣
接
法
律
専
門
職
や
幅
広
い
専
門
家
が
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
促
進
に
向
け

て
、
手
続
実
施
者
や
当
事
者
等
の
相
談
相
手
に
な
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
知
見
を
も
っ
て
様
々
な
形

で
貢
献
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
隣
接
法
律
専
門
職
に
対
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
手
続
代
理
権
の
付
与
に
つ
い
て
み
る

と
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に
、
司
法
書
士
、
弁
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
に
代
理
権
が

付
与
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
政
書
士
、
そ
の
他
の
隣
接
法
律
専
門
職
に
対
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
す
る
手
続

代
理
権
の
付
与
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
利
用
の
拡
大
は
、
国
民
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
簡
易
、
迅
速
、
柔
軟
な
紛
争
解
決
を
図
り
、

裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
司
法
の
効
率
化
の
見
地
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
行
政
書
士
、
税
理
士
、
不
動
産
鑑
定
士
等
の
隣
接
法
律
専
門

職
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
条
件
を
付
し
て
代
理
権
を
付
与
し
、
国
民
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
拡

充
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
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